
大
正
四
年
宍
月
ニ
ヤ

-
R第
三
南
田
信
噛
胡
町
内
毎
周
一
回
】
日
現
行

F 

禁

轄

載

論

叢

人
税
物
税
の
分
界
並
に
特
徴

-
-
a

・
・
法
皐
博
土
神
戸
正
雄

人
口
密
度
三
経
済
生
活
・
・
・
・
・
・
・
・
・
経
済
撃
博
土
汐
見
三
郎

ヨ
数
型
的
経
済
皐
の
論
理
的
構
造
の
批
判
@
園
女
墜
博
土
米
国
庄
太
郎

配

一

韻

苑

九
一
一
米
中
生
産
地
三
消
費
地
之
の
封
立
'
け
師
団
一
流
宇
土
谷
口
古
彦
一
一

け

信

用

さ

資

本
p

・
・
・
・
・
・
・
・
・
叩
笠
宮
平
士
中
谷
賞

勾
国
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念
・
・
・
経
由
主
主
岡
崎
文
規

五

蜂

相

鍵

邸

1

都
市
公
企
業
の
財
政
的
意
味

2
3
大

谷

政

敬

一
植
民
的
活
動
M

域
政
治
的
支
配
に
就
い
て
・
・
経
由
何
事
士
金
持
一
郎

日
歴
史
哲
皐
に
就
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
経
済
事
土
竹
中
靖
一

世
ヰ
ー
ー
な
『
綜
合
経
漕
畢
』
概
念
・
・
・
・
・
経
済
皐
土
桑
原
晋

行

法

令
地
租
法
・
帥
官
業
峨
金
税
法
中
吹
正
法
律
・
砂
糖
消
費
税
法
巾
改
正
法
律
・
積
物
消
費
税
法
申
吹
正
法
律

附

録

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題
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、r
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中

谷

宝~~

一
、
帰

i雪

4句

」

i
1
3
1
引
・
即
、
，
h
品

h

h

J

却
H
a
tい
山
川
ト
ι
h
f
-
3
7
1司
附
H
じ
白
H

1

1

J

I

J

沖可
J
C司
Z

J

也

即

同

¥
j
j

一
、
、
J

D

官
月
lr
望
オ
2
6
岡山
V
U
L
t口
川
安
一
剖
副

P
U
4
4聞い

V

町
起
を
た
J3ノ

4
M
C
V
L
J
d
z
l

一
抗
耐
の
初
期
日
球
制
限
削
掛

引
事
皿
?
し
川

展
を
示
せ
る
現
賓
の
経
済
世
曾
を
見
て
、
或
者
は
之
を
過
去
の
若
積
資
本
に
蹄
す
る
に
反
し
、
他
の
者
は
そ
の
責

本
増
殖
の
原
悶
を
、
時
を
同
う
し
て
勃
興
せ
し
信
用
活
動
に
求
め
ん
と
し
、
未
だ
ま
(
の
何
れ
が
是
な
る
か
を
定
め

難
き
事
情
が
存
す
る
故
で
あ
る
。

今
此
の
問
題
に
閲
す
る
思
怨
の
経
過
を
顧
み
る
に
、
近
世
初
期
に
於
て
は
、
檎
起
せ
る
機
械
の
費
明
に
加
ふ
る

に
新
大
陸
の
竣
見
あ
り
、
或
は
新
企
業
の
勃
興
に
よ
り
又
は
新
大
陸
よ
り
官
を
欧
洲
に
入
れ
る
魚
め
、
現
貰
に
資

本
の
一
過
直
利
子
勝
貴
の
現
象
が
起
り
、
之
よ
り
「
信
用
増
加
は
資
本
創
造
力
を
有
す
」
と
の
思
想
が
行
は
れ
た
の
で

あ
る
。
営
時
諸
国
に
於
て
盛
ん
に
銀
行
券
の
費
行
せ
ら
れ
た
る
は
、
全
〈
此
の
思
想
に
基
〈
も
の
に
し
て
、
之
に

よ
り
て
、
資
本
の
逼
抽
出
一
利
子
騰
貴
の
現
象
を
緩
和
せ
ん
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

然
る
に

y
カ

y
r
一
度
出
で
て
貨
帯
数
量
詫
の
信
奉
さ
れ
る
に
至
る
や
、
信
用
の
資
本
創
造
力
は
全
然
否
定
せ

ら
れ
、
貨
幣
(
信
用
)
の
増
加
は
軍
に
物
債
を
騰
貴
せ
し
む
る
力
を
有
す
る
の
み
と
考
へ
ら
れ
る
に
至
っ
た
υ

即
ち
、

資本田意義を遁設に従ひ、「生産されたる生産寺 :litJの意に解ナる。高田保馬
博士、経理署事新講第一定ー:一六四頁。
AllJert Hahn: Vυlkswirtschaftliche Theorie d目 E川 kkredi1:さ・ 3 Aul1. 1930 S. 127 2) 



この円一斗

B
E
E
t
と
云
ふ
事
は
、
決
し
て
財
貨
を
つ
く
る

祖。
2
2
B
R
7
2
3
事
で
は
あ
ち

貨
幣
を
つ
く
る

得
な
い
、
と
云
ム
考
に
悲
〈
の
で
あ
る
。

勿
論
信
用
そ
の
も
の
が
、
中
間
生
産
物
た
る
意
味
に
於
け
る
、
資
本
を
創
遣
し
得
る
も
の
な
り
と
は
決
し
て
言

ひ
得
な
い
。
従
っ
て
其
の
限
h
ノ
に
於
て
は
、
数
量
設
的
考
へ
方
は
、
ぞ
れ
以
前
の
考
に
比
し
て
、
よ
り
論
理
的
な

る
も
の
と
一
一
日
ひ
特
る
で
あ
ら
う
。
只
経
験
上
の
事
買
に
徴
す
る
時
は
、
信
用
増
加
が
資
本
の
形
成
に
全
然
無
聞
係

な
り
v
と
は
到
底
言
ひ
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
誌
に
、
近
時
の
思
想
が
相
反
す
る
こ
つ
の
方
向
に
趨
る
所
以
が
存
す

る
の
で
あ
あ
。

マ
タ
ラ
ク
ド
及
び
λ

1

y
等
の
如
学
賞
際
家
に
よ
hJ
て
主
張
さ
れ
る
も
の
に
し
て
、
信
用
の
資
本

創
造
力
を
認
め
、
他
は
の
も
の
之
を
認
め
や
し
て
、
寧
ろ
資
本
創
造
力
の
源
泉
を
節
約
に
求
め
北
と
す
る
も
の
で

あ
る
副
市
し
て
通
設
は
後
者
に
属
す
る
故
、
先
づ
前
者
の
代
表
的
著
作
七
る

A
1
ン
の
説
を
逓
べ
、
衣
で
之
が
批

其
の
一
は
、

許
を
吟
味
す
る
事
と
す
る
。

二
、
信
用
が
資
本
に
蔑
ぼ
す
島
・
響
に
関
す
る
ハ

1
シ
の
説

フ
ラ
ン
ク

7

Y

ト
の
銀
行
家
ア

F
J
N
1
ト・

A
1
ン
は
、
冊
一
の
事
者
が
ん
寸
前
多
く
数
量
説
的
見
解
に
捉
は
れ
て
、

信
用
の
資
本
創
造
力
を
否
定
す
る
に
反
し
、
其
の
鴨
験
よ

h
、
此
の
資
本
創
造
力
佐
強
〈
主
張
せ
ん
と
す
る
の
で

あ
る
。
即
ち
、
「
資
本
の
形
成
は
、
貯
帯
一
川
の
結
果
で
な
〈
し
て
信
用
授
輿
の
結
果
で
あ
ち
.
信
用
授
輿
は
、
資
本
形

成
に
劃
し
て
第
一
衣
的
で
あ
ふ
。
し
と
。
之
町
も
彼
の
言
は
ん
と
す
る
最
後
の
目
的
で
あ
る
。
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集第一巻)及び 3Au日. 1910 

4) 
5) 



信

用

と

資

本

第
三
十
二
巻

第
五
時
硫

A 

A 
O 

然
ら
ぱ
彼
は
如
何
に
し
て
此
の
主
張
を
謹
明
し
た
か
。

A
1
彼
の
採
り
し
推
論
を
要
約
す
れ
ば
突
の
如
く
言
ひ
得

る
で
あ
ら
う
。

資
本
|
即
ち
中
間
生
産
物
の
意
味
に
於
げ
る
ー
は
、
明
か
に
一
一
般
財
貨
の
一
部
分
で
あ
り
、
従
っ
て
資
本
生
産

の
活
動
は
、
財
貨
生
産
の
活
動
の
一
部
に
他
な
ら
ぬ
。
然
る
に
信
用
許
輿
は
購
買
力
の
許
輿
を
意
味
し
、
従
っ
て
、

信
用
を
受
け
し
企
業
者
は
生
産
手
段
(
勢
働
力
を
色
合
め
て
)
に
封
し
て
需
要
を
後
ず
る
。

他
方
、
需
要
は
生
産
に
封
し
て
第
一
次
的
で
あ
る
。
故
に
信
用
許
奥
色
亦
資
本
形
成
に
封
し
て
第
一
衣
的
で
あ

1
u
h
-円
。

斯
〈
て
彼
は
、
信
用
増
加
が
、
財
貨
の
増
加
従
っ
て
資
本
の
増
加
を
鷲
ら
す
も
の
な
り
と
主
張
す
る
の
で
あ
る

が
、
誌
に
向
一
つ
の
デ
イ
レ
ン
マ
が
残
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
右
の
前
提
は
v

明
か
に
、
生
産
の
み
が
財
貨
の
増
加
を

驚
ら
し
件
る
も
の
な
り
と
の
偲
定
を
合
み
居
る
に
も
拘
は
ら
や
、
理
論
上
、
信
用
許
輿
は
決
し
て
生
産
で
は
あ
り

得
な
い
の
で
あ
る
。

悲
に
於
て
彼
は
、
財
貨
増
加
|
従
っ
て
資
本
増
加
|
の
原
因
と
し
て
、
分
配
閥
係
の
麗
化
な
る
概
念
を
持
来
り
、

信
用
瞭
張
に
よ
る
需
要
の
建
化
が
、
分
配
開
係
を
盛
化
す
る
事
に
よ
り
て
、
生
産
の
増
加
を
生
や
る
志
の
な
り
と

論
じ
て
ゐ
る
。

右
が
即
ち

A
1
ン
に
於
け
る
推
論
の
概
要
で
あ
る
が
、
以
下
少
し
く
詳
細
に
彼
の
遁
ぷ
る
所
ぞ
窺
ふ
で
あ
ら
う
。

先
づ
彼
は
、
幽
民
解
携
に
於
け
る
財
貨
の
量
を
流
れ
の
水
量
に
比
し
・
以
て
、
信
用
構
張
が
財
貨
の
流
れ
に
及
ぼ

す
影
響
を
遁
べ
て
ゐ
る
。
郎
ち
、
個
々
の
水
の
小
部
分
が
水
源
に
於
て
流
れ
の
水
量
に
加
は
り
二
定
時
間
の
焼
過

a' n. 0目 2 AnA. S. 210 

a. a. (ヲメs.2r口-2[T 

此の勤は彼c著書，第二股(1924)に於てもQs"，られ)苦るが(Hahn:2 A札 S.'37 
以下)第三版(1930)に於ては一層明確に主張せられてゐる。 (a.a. 0・3Au司.
討S. 124-6. S.' '30) 
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後
、
河
口
に
於
て
-
舟
び
河
床
か
ら
消
滅
す
る
如
く
、
財
貨
は
、
生
産
の
開
始
と
共
に
財
貨
存
在
量
の
成
分
と
な
り
、

消
費
全
経
て
、
然
る
後
完
全
に
財
貨
の
世
界
か
ら
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
又
個
々
の
水
の
小
部
分
が
、
水
源
よ
り

河
口
に
至
る
聞
に
要
す
る
時
聞
が
会
〈
異
り
居
る
が
如
く
、
個
々
の
財
貨
が
‘
国
民
経
携
に
存
在
す
る
時
の
長
さ

も
亦
具
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
、
短
か
き
財
貨
の
掠
れ
は
、
生
産
の
開
始
と
消
費
の
終
了
と
の
聞
に
極
僅
か

の
時
聞
が
存
す
る
に
過
ぎ

F
る
財
賞
、
印
ち
狭
義
の
消
費
財
(
或
は
低
順
位
の
財
貨
の
z
E
E
E
2
m
2
4
0
Eロ=白山)

よ
り
成
る
を
原
則
と
し
、
長
き
財
貨
の
疏
れ
は
、
生
産
の
開
始
と
消
費
の
終
了
と
の
聞
に
長
き
時
閣
の
存
す
る
財

賞
、
即
ち
資
本
財
(
又
は
高
順
位
の
財
貨
の
三
己
主
一
お
お
『
P
4
=
ロ
ロ
肉
)
よ
り
成
る
を
普
通
と
す
る
。
只
居
住
家
屋

の
如
、
き
持
槙
財

U
E巾
お
宮
内
円
は
、
其
の
性
質
よ
り
せ
ば
消
費
財
な
る
に
も
拘
は
ら
子
、
業
の
存
績
期
聞
が
長
き

故
、
間
以
ち
長
出
財
貨
の
杭
れ
に
数
へ
ら
れ

J

ゐ，心。

而
も
彼
に
よ
れ
ば
、
か
〉
る
財
貨
の
疏
れ
の
床
へ
園
民
の
勢
働
が
注
ぐ
の
で
J

の
っ
て
、
此
の
勢
働
こ
そ
、
各
種
財

貨
の
最
後
の
生
産
要
素
で
あ
り
、
従
つ
で
あ
ら
ゆ
る
財
貨
の
流
れ
の
源
泉
を
な
し
て
ゐ
る
。

今
此
の
前
提
の
下
に
於
て
、
信
用
許
奥
が
財
貨
の
生
産
即
ち
勢
働
の
方
面
ー
に
如
何
な
る
作
用
を
及
ぼ
す
か
。

彼
は
つ
如
何
な
る
物
が
生
産
さ
れ
る
か
」
、
及
び
「
如
何
に
生
産
さ
れ
る
か
」
、
の
雨
者
に
付
て
説
明
宏
奥
へ
て
ゐ
る
。

先
づ
如
何
な
る
財
貨
が
生
産
さ
れ
る
か
は
、
個
々
の
財
貨
が
高
低
諸
種
の
債
格
に
於
て
如
何
な
る
範
固
に
需
要

• 
せ
ら
れ
得
る
か
、
又
此
の
債
格
に
於
て
需
要
が
如
何
な
る
範
固
に
迄
痛
さ
れ
る
か
、
に
依
存
す
る
色
の
な
れ
ど
、
更

に
信
用
許
奥
に
よ
り
て
重
大
な
る
影
響
を
受
〈
る
も
の
で
あ
る
。
今
信
用
の
無
償
を
前
提
す
れ
ば
、
買
手
に
於
て
、

荷
し
く
も
、
業
の
生
産
に
適
用
さ
れ
た
る
叫
労
働
に
封
す
る
費
用
、
を
償
ふ
が
却
さ
債
格
を
支
梯
は
ん
と
す
る
も
の

信

用

と

資

木

第
三
十
二
巻

i¥. 

i¥. 

第
五
披
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凶

は
、
緯
て
生
産
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
信
用
が
無
償
で
な
く
、
利
子
を
附
せ
ら
れ
る
場
合
に
於
て
は
、
買

手
が
、
賃
銀
の
み
な
ら
や
利
子
の
矯
め
の
費
用
を
も
、
補
償
せ
ん
と
す
る
が
如
き
財
貨
の
み
が
生
産
せ
ら
れ
得
る
事

E
な
る
。
斯
〈
て
、
企
業
者
が
銀
行
信
用
の
み
に
よ
り
て
生
産
を
鴻
す
と
の
暇
定
に
立
つ
以
土
、
持
績
財
の
如
〈
、

生
産
の
開
始
よ
り
消
費
の
終
了
に
至
る
迄
に
久
し
き
期
聞
を
要
す
る
財
貨
は
、
信
用
利
率
の
高
け
れ
ば
高
き
程
其

の
生
産
高
は
少

t
、
亦
そ
の
財
貨
の
流
れ
が
長
け
れ
ば
長
き
程
少
き
事
と
な
る
】
。

択
に
、
信
用
は
財
貨
の
特
産
方
怯
に
如
何
な
る
影
響
、
セ
及
ぼ
す
か
、
彼
げ
か
例
に
よ
り
て
説
明
せ
る
所
は
次
の
如

• 
く
で
あ
る
。

郎
も
先
づ
、
百
高
足
の
長
靴
営
製
造
す
る
と
し
て
、
此
の
場
合
、
其
の
製
造
が
一
高
人
の
勢
働
者
に
よ
り
一
ヶ

年
間
手
工
業
的
に
行
は
る
る
事
も
出
来
れ
ば
、
或
は
又
、
第
一
年
に
は
五
千
人
の
勢
働
者
に
よ
り
て
長
靴
製
造
機

械
を
製
作
し
、
第
二
年
に
於
て
此
の
機
械
を
用
ひ
て
長
靴
自
韓
併
}
製
造
せ
し
心
る
事
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
而
し

て
雨
者
の
場
合
仁
一
於
て
、
共
に
百
高
足
の
長
靴
が
生
産
せ
2b
れ
、
共
に
勢
賃
合
計
一
高
人
一
ヶ
年
分
だ
け
の
費
用

を
要
し
て
ゐ
る
。
只
異
な
る
は
、
第
二
の
場
合
に
於
て
は
、
長
靴
の
生
産
は
第
二
年
の
後
に
遅
れ
る
も
、
費
は
、

技
術
的
理
由
よ
り
し
て
、
其
の
生
産
高
は
百
高
足
に
止
ま
ら
や
、
準
か
に
之
を
凌
駕
す
る
を
常
、
と
す
る
事
で
あ
る
。

故
に
若
し
、
信
用
無
償
の
前
提
が
置
か
れ
る
な
ら
ば
、
後
の
生
産
方
法
は
、
前
者
の
方
法
に
比
し
て
建
か
に
有
利

な
り
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
之
即
ち
、
ポ
エ

1
ム
・
バ
グ
ェ

Y

ク
の
所
謂
生
産
の
迂
路
H
J
C
己

=
E
2
2
2
4町
内
に

し
て
、
組
て
の
企
業
者
が
此
の
方
法
を
執
る
に
至
る
は
勿
論
で
あ
る
。
然
る
に
若
し
、
信
用
が
無
償
で
な

t
、
之
に

利
子
を
附
せ
ら
る
る
場
合
に
於
て
は
、
生
産
辻
跨
に
よ
り
て
特
ら
る
る
利
盆
が
、
よ
り
長
き
生
産
期
間
に
封
す
る
刺

12) 0 九 o.S. 11 1 
13) a. a. O. 2 Auf¥. 58. 124，-125 3 Au日.~. 116 にほ持鰻財なる言葉の代 ~I亡

「最長の生産迂路をなす生産」なる言葉が用ひ bれ亡ゐる。



子
費
用
よ
り
も
大
な
る
場
令
に
の
み
、
此
の
方
法
が
用
ひ
ら
れ
る
。

即
ち
信
用
は
、
国
民
経
済
に
於
け
る
生
産
方
法
に
も
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
に
し
て
、
よ
り
以
上
の
生

産
迂
路
の
能
否
は
、
買
に
利
率
の
高
低
に
依
存
す
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
利
子
低
下
の
免
に
牧
益
性
の
生
じ
た
る
人
公
業
は
、
輿
へ
ら
れ
た
る
新
購
買
力
を
以
て
、
原
料
又
は
中

間
生
産
物
に
需
要
を
脱
獄
す
る
と
す
る
。
然
る
時
は
、
之
等
の
財
貨
の
債
格
騰
貴
に
刺
戟
さ
れ
て
、
英
の
生
産
者
は
、

究
の
生
産
期
に
於
て
生
産
班
張
な
な
す
で
あ
ら
う
。
此
の
際
必
要
な
る
勢
働
力
は
、
他
の
|
消
品
質
財
生
産
の
1
1
産

業
部
門
よ
り
誘
致
す
る
も
の
に
し
て
、
之
に
よ
り
て
彼
等
は
、
新
企
業
に
、
原
料
及
び
中
間
生
産
物
ぞ
供
給
す
る
事

が
出
来
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
、
生
産
迂
路
に
よ
る
財
質
生
産
及
び
持
摂
財
の
生
産
は
一
層
礎
と
な
り
、
国
民
の

勢
働
は
、
短
か
き
財
貨
の
流
れ
の
河
床
よ
り
、
長
き
財
貨
の
洗
れ
の
河
床
に
轄
向
せ
し
め
ら
る
る
事
と
な
る
。
之
郎

ち
、
財
貨
構
成
に
於
て
、
資
本
の
占
む
る
割
合
の
増
加
す
る
所
以
に
外
な
ら
な
い
。

以
上
過
ぷ
る
が
如
く
、
信
用
情
張
は
財
貨
の
構
成
に
時
間
化
を
驚
ら
す
も
の
な
る
が
、

亦
同
時
に
財
貨
総
量
の
結
調
的
な
る
増
加
を
生
や
る
の
で
あ
る
。
郎
ち
、
信
用
擁
張
に
よ
ち
て
夜
起
き
れ
七
る
財

貨
需
要
の
増
加
は
、
事
質
上
財
貨
生
産
の
紹
封
的
増
加
、
而
も
原
則
と
し
て
総
て
の
生
産
会
瞳
の
増
加
を
起
す
の

で
あ
る
。

A
1
ン
に
よ
れ
ば
、
之
が

然
ら
ば
如
何
に
し
て
此
の
事
が
可
能
と
せ
ら
れ
る
か
、
他
方
に
於
て
は
、
信
用
旅
張
の
財
貨
増
加
カ
レ
-
明
か
に

否
定
す
る
論
者
多
き
に
拘
は
ら
示
、

A
1
ン
は
何
に
醸
り
て
此
の
事
を
強
〈
主
張
せ
ん
と
す
る
か
。
彼
の
言
ふ
所

に
従
へ
ば
、
純
理
論
は
近
代
経
済
の
賓
情
よ
り
論
ぞ
立
つ
る
事
を
な
さ
守
し
て
、
今
向
、
グ
ラ
シ
カ

1
E
E
2
r何回白

信

用

と

資

本

第
三
十
二
巻

八
三
五

第
五
時
抗

A 
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信

用

と

資

本

八
三
六

第
五
蹴

ノ九

四

第
三
十
二
巻

が
著
作
の
基
礎
と
な
せ
し
粧
潜
航
態
よ
り
概
念
を
立
つ
る
に
反
し
、
彼
自
ら
は
、
最
に
近
代
経
済
の
事
賓
的
賦
態

に
、
宜
(
の
概
念
構
成
の
基
礎
を
求
な
る
が
故
で
あ

L
。

郎
ち
ク
ラ
ジ
カ

1
の
見
た
る
枇
曾
に
於
て
は
、
生
産
技
術
未
だ
幼
稚
に
し
て
、
財
貨
に
劃
す
る
増
加
需
要
は
、

勢
働
力
が
そ
れ
に
相
膳
じ
て
増
加
せ
る
場
合
に
の
み
充
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
嘗
時
に
於
て
は
、
諸
国
民

の
有
す
る
生
産
手
段
も
未
だ
乏
し
く
、
之
に
臆
じ
て
、
持
働
力
色
通
常
能
力
炉
惑
さ
ぎ
り
し
故
、
信
用
情
張
に
よ

る
財
貨
増
加

t
一
五
ふ
が
如
、
古
事
は
、
問
題
と
な

b
得
な
か
っ
に
の
で
あ
る
。

〆二品
r主山ニd

》

市

、

J

〉〉〆

1
b
咽:一

Th》

ιr副

h~
ド

JdW也山配'拡正司!，叩;圃

劇叙品

l
勺
f
J
1
L
U
;
f
e
J
j
〆〈j4J、裂封引.菰寒肥、曲8
v
l
↓宏z
吋
十
還
著
寸
到
h

主L
1ヨコ
く
亙zJ
「fJ1'刃冴司，
F〆〈‘

E
t
叫虫立ν足~
訓
引
l
C
蔀率棺、語8
一踊班
4苦
E
l
方

て
は
、
生
産
の
技
術
が
驚
〈
可
き
後
建
を
遂
げ
、
而
も
機
械
を
用
ふ
る
の
程
度
が
増
せ
し
結
果
、
財
貨
に
罰
す
る

需
要
増
加
は
、
必
十
し
も
そ
れ
に
臆
守
る
勢
働
力
の
増
加
を
必
要
と
せ
守
、
護
か
に
少
き
増
加
を
以
て
充
日
?
と
す

る
の
で
あ
る
。
加
之
、
近
代
枇
曾
に
於
て
は
、

E
大
な
る
勢
働
議
備
軍
が
存
在
し
、
生
産
増
加
に
必
要
な
る
比
較

的
僅
少
の
増
加
労
働
は
、
右
の
議
備
軍
よ
h
，
容
易
に
之
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の
技
術
の
進
歩
と
崎
労
働
濠
備

軍
の
存
在
、
即
ち
所
謂
近
代
経
済
に
於
け
る
弾
力
性
の
存
す
る
結
果
、
信
用
瞭
張
は
財
貨
生
産
の
結
調
的
増
加
を

費
ら
し
得
る
の
で
あ
ふ
o

而
・
も
新
労
働
が
生
産
に
用
ひ
ら
れ
る
に
至
る
は
、
利
子
引
下
に
よ
り
て
晴
張
を
促
さ
れ

た
る
企
業
の
競
争
の
矯
め
、
賃
銀
が
騰
貴
し
始
め
し
結
果
に
他
な
ら
な
い
。

斯
〈
て
、
信
用
旗
振
の
結
果
、
園
民
経
済
に
於
て
よ
り
多
数
の
人
聞
が
融
労
働
に
従
事
す
る
事
と
な
り
、
而
も
物

債
騰
貴
に
基
く
定
額
牧
入
階
扱
(
利
子
年
金
生
活
者
、
費
本
家
及
び
定
額
俸
給
受
領
者
)
の
貴
所
得
の
減
少
の
矯
め
、

悲
に
分
配
閥
係
に
盤
化
を
生
じ
、
生
産
に
従
事
す
る
人
々
の
世
曾
生
産
物
に
封
す
る
分
前
は
、
従
前
よ
り
も
多
き

a. a. O. 2 主uf1.S. l:l4 3 t¥U日日. 120， 121 
a. a. O. 2 Au日目.'34， 135・3Auft. S. 120， 121 
2 九。
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出

事
と
と
な
る
。

故
に

A
l
y
は
そ
の
結
論
に
於
て
、
信
用
増
加
は
、
財
貨
分
配
の
盤
化
を
通
じ
て
、
財
貨
の
増
加
を
生
ぜ
し
む
、

と
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
即
ち
、
信
用
の
財
貨
の
世
界
に
及
ぽ
す
作
用
に
闘
し
、

A
1
ン
の
思
想
の
概
要
を
遮
ベ
点
る
も
の
に
し

て
、
彼
は
之
含
以
て
、
信
用
の
、
資
本
財
又
は
資
本
に
及
ぼ
す
作
用
ぞ
述

3

へ
た
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
蓋
し
前
嘩

の
却
く
、
彼
は
資
本
を
以
て
一
般
財
貨
の
一
部
分
と
な
し
、
財
貨
の
増
加
は
同
時
に
資
本
増
加
含
意
味
す
る
と
考

ヘ
居
る
が
故
で
あ
る
の

克
に
彼
の
主
張
に
と
ム
リ
て
重
要
な
る
は
、
信
用
増
加
は
、
財
貨
の
増
加
佐
一
っ
て
資
本
の
増
加
訟
判
来
し
得
み

も
、
そ
は
、
信
用
取
加
が
直
ち
に
生
産
増
加
を
宵
ら
す
が
故
に
は
非
や
し
て
、
信
用
詐
奥
の
結
果
、
需
要
の
理
化

を
来
し
、
更
に
之
が
分
配
の
麗
化
を
賢
ら
一
す
事
に
よ
り
て
、
資
本
増
加
を
惹
起
す
る
も
の
な
り
、
と
言
ふ
勅
で
あ

る
。
此
の
事
は
、
彼
の
著
書
の
第
二
版
に
於
て
も
鯛
れ
ら
れ
た
る
所
で
あ
る
が
、
第
三
版
に
於
て
は
、
一
層
明
瞭

に
次
の
如
く
言
ひ
表
は
き
れ
て
ゐ
る
。
印
ち
、
「
資
本
の
形
成
は
財
貨
生
産
の
三
己
言
。

E
E
Cロ
の
問
題
に
は
非

守
し
て
、
分
配
の
問
題
で
あ
り
、
財
貨
配
営

(WEm「
〈
町
『
門
町
一
一

E
m
の
問
題
で
あ
り
、
而
色
、
各
時
期
間
』
E
R
R
ヨ
3
E

並
び
に
各
人
間

E
R宅
内
『
窓
口
と
に
於
け
る
財
貨
配
営
の
問
題
で
あ
る
。
」
と
。

然
し
乍
ら
、
悲
に
所
謂
各
時
期
間
並
び
に
各
人
間
に
於
げ
る
財
貨
の
配
営
と
は
、
如
何
な
る
事
を
意
味
し
、
又

信
用
授
輿
及
び
資
本
形
成
と
如
何
に
関
係
す
る
か
。
彼
の
越
ぷ
る
所
を
締
結
す
れ
ば
衣
の
如
く
言
ひ
得
る
で
あ

p
b
弓
ノ
。

信

用

と

資

本

第
三
十
二
巻

八
三
七

第
五
披

八
五

a. a. O. 2 An日.SS. 137-138， 3 Aufl. S.. 124 
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る。

)
)
)
)
 

o
i
Z
2
内

6

2

2

2

2

 



信

用

と

資

本

第
五
披

八
六

第
三
十
一
一
巻

八
三
一
八

即
ち
今
、
前
週
の
靴
製
造
の
例
を
再
び
持
ち
来
る
。
此
の
場
合
、
第
一
年
に
於
て
製
靴
機
械
を
製
作
し
、
第
二

年
に
於
て
靴
を
生
産
し
得
る
は
、
全
〈
信
用
授
輿
の
嬬
に
し
て
、
信
用
授
興
が
生
産
迂
路
の
必
須
要
件
た
る
は
、

今
夏
説
明
を
要
し
な
い
。
而
し
て
斯
か
る
生
産
迂
路
に
よ
る
生
産
は
、
世
命
日
的
生
産
物
の
消
費
を
、
一
定
期
間
|

例
へ
ば
一
年
間
l
延
期
す
る
事
に
よ
り
て
、
(
第
二
年
に
は
)
そ
の
今
産
物
を
増
加
す
る
も
の
で
あ
る
(
費
本
に
る

製
靴
機
械
と
、
品
川
び
に
之
に
よ
り
て
生
産
3
4
9

る
靴
コ
印
ち
枇
舎
的
生
産
物
の
消
費
が
二
定
期
間
延
期
さ
れ
る
事

が
、
各
時
期
間
に
於
げ
る
財
貨
配
営
の
鑓
化
に
し
て
、
之
が
資
本
財
増
加
の
原
因
た
る
は
明
か
で
あ
る
克
仁
亦
、

斯
か
お
生
産
迂
路
ド
J
w託
生
産
が
桁
は
3
7
a
場
合
仁
広
、
現
在
財
約
配
山
首
に
ら
鈍
化
テ
件
ふ
も
の
仁
[
て
も
例
ヘ

ば
、
石
山
戒
を
媛
嫡
に
於
て
燃
焼
せ
ん
と
せ
し
消
費
者
は
、
其
の
消
費
を
制
限
せ
ら
れ
、
此
の
石
山
灰
は
、
企
業
者
に

よ
り
で
生
産
的
に
消
費
さ
れ
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
之
印
ち
、
各
人
間
に
於
け
る
財
貨
配
営
の
盤
化
に
し
て
、

責
本
増
加
の
原
因
た
る
は
言
ふ
を
侯
た
な
い
。

要
す
る
に

A
1
ン
は
、
己
に
前
週
の
加
〈
、
信
用
授
輿
と
財
貨
生
産
左
の
聞
に
存
す
る
閃
果
の
矛
盾
を
股
れ
ん

潟
に
、
右
の
如
き
配
営
の
時
現
化
を
持
来
り
、
以
て
、
信
用
授
輿
に
よ
る
財
貨
配
営
の
盤
化
が
、
同
民
経
漉
に
於
け

る
、
資
本
形
成
の
原
因
な
る
事
ぞ
主
張
し
て
ゐ
る
の
で
め
る
。

-
-
一
、
資
本
形
成
の
基
礎
を
簡
約
に
求
む
る
も
の

(
通
説
)

信
用
理
論
に
関
す
る

A
1
ン
の
著
一
度
出
づ
る
や
、
之
に
劃
す
る
批
評
論
難
陸
績
と
し
て
現
は
れ
、
爾
後
に
現

は
れ
た
る
貨
幣
信
用
の
著
書
に
し
て
、
彼
の
説
を
論
ザ
ョ
ざ
る
も
の
殆
ん
ど
無
き
の
有
様
で
あ
る
。

a. a. O. 3 Al.l日 S. 130 
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殊
に
、
信
用
と
資
本
と
の
関
係
は
最
も
重
要
な
る
所
に
し
て
、
或
者
は
、
彼
の
推
論
の
過
程
に
於
げ
る
論
理
的

白

川

町

誤
謬
を
指
摘
し
、
或
は
、
主
の
観
客
の
一
面
的
な
る
を
難
じ
、
更
に
葉
の
議
論
の
前
提
を
誤
れ
り
と
し
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
、

A
l
y
が
、
「
生
産
は
需
要
を
前
提
と
す
る
。
今
需
要
が
生
産
に
封
し
て
第
一
夫
的
な
り
と
す
れ
ば
、

信
用
許
輿
も
亦
資
本
形
成
に
劃
し
て
第
一
女
的
で
あ
る
。
し
と
云
ふ
推
論
の
過
程
を
採
れ
る
に
現
し
て
、
突
の
加
さ

異
論
一
か
生
や
る
。
即
ち
、
右
の
命
題
の
第
一
段
に
あ
る
需
要
は
、
時
間
的
に
見
て
、
生
産
終
了
後
に
生
十
可
き
も

の
な
る
に
、
第
二
段
に
於
け
る
需
要
は
、
完
成
せ
る
資
本
財
に
関
す
る
需
要
に
は
非
や
し
て
、
原
料
放
び
に
持
働

力
に
到
す
る
需
要
を
意
味
し
、
時
間
的
に
見
て
生
産
に
先
立
つ
も
の
で
J
?
0
0

故
に

A
I
Y
の
推
論
は
、
論
理
的

洗
濯
な
犯
せ
る
も
の
で
め
る
と
。
又
後
に
池
弐
る
川
知
く
、
倒
的
伝
以
て
資
本
形
成
の
一
恭
礎
と
見
る
論
者
の
聞
に

は、

A
1
ン
が
、
節
約
者
の
自
由
意
志
に
よ
る
節
約
を
無
現
せ
る
を
難
じ
、
利
子
引
下
に
よ
る
信
用
慣
張
に
際
し

で
は
‘
節
約
者
の
節
約
慾
が
減
退
し
、
寧
ろ
浪
費
を
唆
附
す
る
が
如
き
事
'
と
も
な
り
得
る
、
と
非
難
す
る
も
の
が

あ
る
。
更
に
又
、

A
1
y
炉
、
財
貨
の
増
加
と
責
本
の
増
加
と
を
同
様
に
取
扱
へ
る
を
攻
撃
し
て
J
i
要
す
る
に
信

用
は
資
本
形
成
の
根
源
で
は
な
い
。
ぞ
は
只
企
業
者
募
働
者
を
し
て
‘
よ
hr
廉
に
働
か
し
h
u

る
の
み
に
し
て
、
そ

の
結
果
生
産
物
を
増
加
す
る
で
め
ら
う
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
責
本
増
加
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
が
資
本
増
加
と

そ
の
生
産
物
の
粧
擁
的
利
用
性

ぐな
fも ‘d

つる
さや
EF 否
戸

長や
214)をナ

Se 
で J
1 λ 9  

3 与
しー
L の

詩吟
.->-， 

る

者
も
あ
る。

信
用
と
は
閥
係
な
き
、

4r〈
』
『
門
印
円
}
戸
出
『
門
]
』
円

}5

以
上
の
他
、

A
l
y
に
劃
す
る
批
評
は
買
に
多
種
多
様
に
し
て
、
到
底
之
を
枚
撃
す
る
ぞ
特
ぎ
る
故
、
以
下
、

彼
の
反
封
論
者
に
共
通
な
る
、
而
も
問
題
の
最
も
重
要
な
る
鮎
の
み
を
通
ぷ
る
事
と
す
る
。
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O

然
ら
ば
そ
の
根
本
問
題
は
何
蕗
に
存
す
る
か

3

郎
ち
、
資
本
形
成
の
根
本
俸
件
は
節
約
に
し
て
、
銀
行
の
創
造

に
か
う
る
信
用
控
奥
は
，
決
し
て
之
が
代
り
と
な
り
得
な
い
、
と
言
ふ
黙
で
あ
る
。

而
も
此
の
主
張
を
、

A
1
ン
読
と
の
闘
聯
に
於
て
、
最
も
興
味
深
く
展
開
せ
る
は
、
マ
ン
シ
ユ
タ
ツ
ト
な
る
故
、

以
下
主
と
し
て
彼
の
通
ぶ
る
所
伝
窺
は
う
。

先
づ
最
初
に
通
ぶ
可
き
は
、
彼
は
、
最
も
簡
単
な
る
場
合
の
説
明
か
ら
始
め
ん
震
に
、
カ
ツ
セ
Y

の
所
謂
「
進

歩
の
一
様
な
擁
樺
」
を
議
論
の
楳
底
に
置
け
る
事
で
あ
る
。
而
し
て
、
此
の
場
合
に
於
け
る
進
歩
の
一
般
的
な
る

清

原
町
は
、
人
口
の
砂
川
な
る
此

b

先
つ
第
一
に
人
口
の
増
加
の
み
か
仰
山
ん
し
、
択
で
之
に
生
産
蛇
術
川
町
説
品
川

J

を
配

し
、
雨
者
の
場
合
に
於
て
、
共
仁
質
物
資
本
の
増
加
は
、
信
用
憤
張
の
結
果
に
非
十
し
て
、
寧
ろ
所
得
の
使
途
如

何
、
郎
ち
節
約
に
依
存
す
る
も
の
な
る
事
を
謹
ぺ
て
ゐ
る
。
而
る
更
に
、
此
の
積
極
的
主
張
営
謹
明
せ
ん
が
矯
め
、

再
び
但
設
を
麗
へ
て
、
信
用
が
買
物
資
本
の
増
加
を
鷲
ら
し
得
る
も
の
と
椴
定
し
、
資
本
君
加
を
決
定
す
る
最
後

の
も
の
は
、
節
約
な
る
事
を
謹
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

今
般
に
、

一
・
年
間
に
人
口
が
一
割
だ
け
増
加
し
た
と
限
定
す
る
。
此
の
場
合
、
園
民
の
生
活
程
度
を
擾
へ

F
る

矯
め
に
は
、
消
費
財
の
一
割
だ
け
増
加
す
る
を
必
要
と
す
る
も
、
此
の
消
費
財
の
増
加
は
、
車
に
勢
働
人
口
一
割

の
増
加
に
よ
っ
て
の
み
震
し
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
般
に
人
口
が
増
加
せ
歩
、
従
っ
て
消
費
財
の
年
産
舗
な
前

年
同
様
な
ら
し
な
?
と
す
る
も
、
此
の
部
門
に
於
げ
る
買
物
資
本
は
、
業
の
滅
失
の
程
度
だ
け
補
充
さ
れ
る
を
要
す

る
の
で
あ
る
。
故
に
今
、
年
々
人
口
の
増
加
す
る
枇
舎
に
於
て
は
、
之
に
搭
じ
て
買
物
資
本
の
増
加
す
る
を
必
要

と
す
る
も
の
に
し
て
、
而
も
か
か
る
質
物
資
本
は
弐
の
三
者
よ
り
成
る
を
普
通
と
す
る
。
印
ち
一
新
ら
し
く
増
加

前謹白所
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、、，ノ

す
可
き
質
物
資
本
の
生
産
に
用
び
ら
れ
る
も
の
、
に
其
時
々
の
一
定
範
国
に
於
て
、
質
物
資
本
営
維
持
す
る
須
に

用
ひ
ら
れ
る
も
の
、
及
び
臼
消
費
財
幼
生
産
の
震
に
供
給
さ
れ
る
も
の
ゾ
よ
り
成
る
も
の
に
し
て
、
三
者
聞
の
割

合
も
亦
一
定
す
る
を
要
す
る
の
で
あ
か
。

今
進
歩
の
一
様
な
る
経
済
に
於
て
、
右
の
如
き
買
物
資
本
の
存
在
含
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
カ
吋
ノ
セ

Y

の
次
の

言
は
、
亦
至
営
な
り
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
「
我
々
の
進
歩
的
な
経
済
に
於
て
は
、
常
に
、
ぞ
の
時
々
に

於
げ
る
慾
望
充
足
に
必
要
な
る
よ
り
も
、
一
層
多
く
の
生
産
手
段
が
存
し
て
ゐ
る
。
故
に
我
々
は
、
常
に
、
事
質

上
使
用
し
た
各
生
産
手
段
を
用
ひ
て
、
一
層
潤
揮
に
、
現
在
の
慾
望
佐
充
足
す
る
事
が
出
来
る
色
の
と
考
へ
て
よ

い
。
・
:
・
夫
故
に
、
結
え
?
貨
物
資
本
を
増
加
す
る
目
的
に
、
生
産
手
段
の
一
定
部
分
ぞ
使
用
す
る
事
は
、
然
ら

古
れ
ば
可
能
む
る
懲
塑
充
足
い
か
、
制
限
ぞ
受
け
る
も
の
に
し
て
、
:
・
一
の
犠
牲
を
意
味
す
る
。
斯
の
如
〈
、

買
物
資
本
の
増
加
の
魚
に
、
慾
望
充
足
を
制
限
す
る
事
は
、
之
を
節
約
と
蒋
し
、
節
約
に
よ
る
買
物
資
本
の
増
加

は
、
之
を
具
樫
的
な
る
意
味
に
於
け
る
、
資
本
の
形
成
と
頼
す
る
。
」
と
。

而
し
て
、
此
の
進
歩
の
一
様
な
る
経
済
が
、
貨
幣
解
梼
又
は
信
用
艦
携
な
る
場
合
に
於
て
は
、
各
人
の
慾
卑
充

足
手
段
は
、
一
雁
そ
の
所
得
と
し
て
現
は
れ
る
故
、
節
約
は
郎
も
、
所
得
を
費
消
せ
ゴ
る
事
と
解
せ
ら
れ
ふ
。
敢

に
、
斯
か
る
祉
舎
が
そ
の
進
歩
を
繊
績
す
る
清
仁
は
、
従
っ
て
、
必
要
な
る
質
物
資
本
の
一
増
加
の
震
に
は
、
人
口
の

増
加
に
比
例
し
た
る
所
得
の
増
加
が
必
要
な
る
の
み
な
ら
守
、
そ
の
所
得
の
中
、
消
費
さ
る
る
部
分
も
節
約
さ
れ

る
部
分
も
、
共
に
同
比
率
台
以
て
増
加
す
る
を
要
す
る
の
で
あ

r。

斯
か
る
所
得
の
増
加
は
如
何
に
し
て
招
致
せ
ら
れ
る
か
。

然
ら
ば
、

マ
氏
色
亦
、

信

用

と

資

本

第
三
十
二
巻

" 四

そ
が
銀
行
の
信
用
創
造
に

第
五
披
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第
五
競

九
O 

基
〈
支
梯
手
段
の
増
加
に
よ
る
色
認
な
れ
ど
旬
、
而
も
筒
、
信
用
創
造
そ
の
も
の
が
、
直
ち
に
所
得
の
使
途
を
支
配
し

得
る
と
は
考
へ
得
な
い
の
で
め
か
。
否
寧
ろ
、
限
A
T
信
用
創
造
は
行
は
れ
・
?
と
色
、
必
要
な
る
賢
物
資
本
は
依
然

生
産
さ
れ
る
色
の
に
し
て
、
車
に
物
債
の
下
落
ケ
伴
ふ
に
過
ぎ
争
、
と
考
へ
て
ゐ
る
。

以
上
は
車
に
、
人
口
増
加
の
み
を
偲
定
し
た
る
場
合
な
れ
ど
、
買
は
之
と
共
に
、
生
産
技
術
も
亦
準
歩
す
る
も

の
に
し
て
、
此
の
場
合
に
於
て
は
突
の
如
く
遁
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

印
ち
、
人
口
の
増
加
に
臆
じ
て
増
加
さ
れ
た
る
質
物
資
本
特
に
新
固
定
資
本
は
、
技
術
の
進
歩
の
潟
め
に
、

若
し
〈
そ
の
給
付
能
力
企
増
大
寸
る
。
批
に
此
の
場
合
に
於
て
川
町
日
目
阿
川
斬
蹴
が
ー
人
口
増
加
の
租
肢
に
及
一
日
中

と
雄
色
、
向
物
債
の
下
落
を
生
や
る
の
み
に
し
て
.
若
し
人
口
増
加
の
度
に
雁
守
る
時
は
、
明
ら
か
に
所
得
の
増

加
が
認
め
ら
る
。
而
も
業
の
何
れ
の
場
合
併
}
聞
は
A
r
i

質
物
資
本
増
加
の
原
因
は
、
信
用
慣
張
に
依
る
も
の
な
ら

や
し
て
、
所
得
の
使
途
如
何
即
ち
節
約
に
よ
る
も
の
な
ち
と
日

斯
く
て
、

マ
氏
の
積
極
的
主
張
は
そ
の
概
要
が
一
不
さ
れ
た
れ
ど
、
宵
彼
は
、
信
用
環
張
が
貫
物
資
本
を
増
加
せ

し
む
と
の
偲
定
の
下
に
、
自
己
の
主
振
を
吟
味
し
て
居
る
。
以
下
ぞ
の
大
要
を
謹
ぺ
る
で
あ
ら
う
。

今
、
此
の
般
定
の
下
に
於
て
は
、
使
用
せ
ら
れ
.
ざ
る
生
産
手
段
は
何
一
つ
'
と
し
て
存
在
し
な
い
。
故
に
若
し
、

質
物
資
本
の
増
加
従
っ
て
財
貨
の
よ
り
嬰
宮
な
供
給
が
望
ま
る
る
な
ら
ば
、
現
存
の
生
産
手
段
を
ば
極
度
に
利
用

せ
ぎ
る
限
り
.
生
産
過
程
が
一
部
分
轄
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
印
ち
、
勢
賃
を
一
角
め
、
原
料
機
械
に
高
債
を
掛

っ
て
、
之
等
を
消
費
財
の
生
産
部
門
よ
り
誘
致
す
る
を
要
す
る
。
然
る
に
此
の
場
合
に
於
て
、
勢
働
並
び
に
原
料

の
樽
換
は
比
牒
的
容
易
な
る
も
、
機
械
に
至
り
で
は
其
の
用
途
概
ね
固
定
し
、
般
A
T
生
産
の
轄
換
が
行
は
る
と
す
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る
も
、
ぞ
は
長
き
時
期
金
艦
、
又
一
定
の
燦
件
の
下
に
於
て
の
み
、
初
め
て
行
は
れ
得
る
の
で
あ
る
も

更
に
資
本
財
生
産
の
潟
め
に
消
費
財
の
生
産
は
減
少
せ
ら
れ
る
。
又
新
創
造
の
購
買
力
を
以
て
、
消
費
財
の
生

産
部
門
よ
り
生
産
手
段
金
誘
致
し
得
た
り
と
す
る
も
.
そ
の
桔
果
、
賃
銀
は
騰
貴
し
、
企
業
利
潤
は
増
大
し
、
同

時
に
生
産
手
段
の
所
有
者
の
所
得
も
増
大
す
る

J

然
る
に
之
等
の
人
々
の
鈴
剰
購
買
力
は
知
何
に
使
用
せ
ら
れ
る

か
ω

更
に
又
此
の
場
合
、
本
来
此
の
生
産
手
段
を
腕
ひ
持
貨
営
支
梯
は
ん
と
欲
せ
し
人
々
の
手
に
存
す
る
購
買
力

は
、
今
や
如
何
に
使
用
さ
る
可
き
か
。
最
後
に
又
、
本
来
消
費
財
を
購
は
ん
と
欲
せ
し
人
々
は
、
そ
の
所
得
が
不

耕
一
な
る
に
も
拘
は
ら
中
、
共
の
債
格
勝
貨
に
J
り
・
需
要
制
限
む
斡
儀
な
〈
3
れ
る
。
斯
く
て
、
前
費
財
牛
産
者

の
除
剰
刺
問
は
如
何
仁
田
川
び
ら
れ
る
か
。

最
初
に
、
望
ま
れ
た
る
生
産
過
程
の
特
向
が
、
果
し
て
成
功
す
る
や
否
や
は
、
買
に
之
等
の
徐
剰
購
買
力
の
使
途

如
何
に
よ
る
も
の
に
し
て
、
之
が
消
費
財
の
需
要
に
向
へ
ば
、
所
期
の
目
的
を
蓬
せ
守
し
て
物
慣
勝
賞
合
招
来
し
、

反
之
.
生
産
的
に
用
ひ
ら
れ
る
か
或
は
節
約
さ
れ
る
な
ら
ば
、
生
産
過
程
の
轄
向
を
鰹
て
、
財
貨
の
増
加
従
っ
て

資
本
の
増
加
営
費
ら
す
の
で
あ
る
。

卸
ち
?
氏
は
、
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
、
信
用
授
奥
が
買
物
資
本
形
成
の
一
要
件
た
る
は
之
を
認
む
れ

E
、
そ

が
最
後
の
決
定
要
素
た
り
得
ぎ
る
事
を
主
張
し
、
節
約
を
以
て
、
買
物
資
本
形
成
の
根
本
後
件
な
り
と
な
し
居
る

担
の
で
あ
る
。

回
、
結

言

信

用

と

資

本

第
三
十
二
巻

i¥ 
四

第
五
時
帥

九
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信

用

と

資

本

以
上
を
以
て
在
は
、
信
用
と
資
本
と
の
閥
係
に
闘
し
、
近
代
に
於
て
相
反
す
る
二
つ
の
主
張
を
、
各
々
そ
の
一
代

第
三
十
二
巻

第
五
披

八
四
四

九

表
者
に
よ
り
て
遁
ぺ
来
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
支
の
一
は
、
信
用
を
以
一
て
資
本
形
成
に
劃
し
て
第
一
女
的
な
り
と
な
す
も
の
に
し
て
、
議
論
の
根
措
陣
営
、
近

代
経
済
の
弾
力
性
.
即
ち
驚
く
可
き
生
産
技
術
の
進
歩
と
勢
働
力
の
豊
富
性
と
に
求
め
、
之
め
る
に
よ
り
て
信
用

慌
張
が
、
資
本
増
加
が
}
鷲
ら
寸
も
の
な
り
と
断
十
る
の
で
み
の
る
。
然
る
に
他
の
も
の
は
、
資
本
の
生
産
要
素
と
し

て
、
勢
働
力
以
外
の
生
産
手
段
に
重
さ
を
置
さ
、
そ
が
資
本
生
産
に
用
ひ
得
ら
る
る
は
、
全
〈
過
去
の
節
約
に
依

る
と
の
考
よ
り
、
資
本
形
成
の
線
本
保
件
伝
節
約
に
ボ
め
、
以
七
、
信
用
の
資
本
創
謎
力
佐
川
口
出
ル
サ

J

九
日
し
し
寸
る

ω

で
あ
る
。

然
ら
ぱ
、
前
者
に
於
て
は
全
然
、
過
去
に
於
け
る
崎
労
働
の
結
果
を
無
用
な
り
と
し
、
後
者
に
於
て
は
全
然
信
用
授

奥
の
不
必
要
を
主
張
す
る
か
、
我
々
は
決
し
て
そ
う
は
言
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
。

即
ち

A
1
ン
に
よ
れ
ば
、
信
用
慣
張
に
よ
り
て
、
例
へ
ば
工
場
に
到
す
る
需
要
が
増
加
す
れ
ば
、
直
ち
に
工
場

が
建
設
さ
れ
る
も
、
そ
の
工
場
建
設
期
間
中
に
於
け
る
、
勢
働
者
の
鎗
の
生
活
資
料
並
び
に
必
要
な
る
機
械
は
、

之
を
過
去
の
生
産
に
侯
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
め
る
。
又
?
ン
シ
ユ
タ
ツ
ト
に
よ
る
色
、
信
用
情
張
の
結
果
、
資

本
財
生
産
に
必
要
な
る
融
労
働
力
原
料
及
び
機
械
の
類
は
、
之
を
消
費
材
生
産
部
門
よ
り
糟
向
せ
し
め
ら
れ
得
ぺ
き

を
認
め
て
ゐ
る
。
只
前
者
に
於
て
は
、
斯
か
る
過
去
の
生
産
物
!
而
も
近
代
経
擦
に
於
て
は
通
常
存
在
す
る
所
の

ー
を
し
て
、
資
本
生
産
に
役
立
た
し
か
る
も
の
が
、
信
用
な
る
を
強
調
す
る
に
反
し
、
後
者
に
於
て
は
、
右
の
如

く
し
て
な
さ
れ
た
る
生
産
過
程
の
轄
向
が
、
成
功
す
る
や
否
や
は
、
実
の
耕
果
生
中
る
所
の
世
舎
の
傍
剰
購
買
力
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が
、
如
何
に
使
用
せ
ら
れ
る
か
に
依
存
す
る
も
の
な
る
事
を
、
主
張
す
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。

故
に
問
題
は
、
世
曾
的
所
得
の
使
途
、
即
ち
そ
の
中
消
費
的
に
用
ひ
ら
れ
る
も
の
と
、
生
産
的
又
は
節
約
に
用

ひ
ら
れ
る
も
の
と
の
割
合
が
、
信
用
作
用
に
よ
り
て
、
支
配
さ
れ
得
る
や
否
や
に
存
す
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら

通ド、。

字

J

一'
e
L
W斯

く
て
、
右
の
見
地
よ
り
雨
設
を
比
較
す
る
時
は
、
服
令
、
個
々
の
貼
に
於
て
不
備
棋
貼
を
指
摘
し
得
る
と
す

る
も
、
猶

A
l
y
の
設
に
優
越
を
認
め
ぎ
る
を
得
な
い

E
考
へ
る
。
蓋
し
、
信
用
瞭
張
の
結
果
、
一
枇
曾
の
分
配
閥

係
に
控
化
営
費
ら
し
、
定
額
枚
入
者
の
質
所
得
営
減
少
せ
し
め
た
る
は
、
明
か
に
一
の
強
制
的
節
約
に
し
て
、
之

に
よ
り
て
、
よ
ち
多
数
の
人
聞
が
生
産
的
勢
働
に
従
事
す
る
事
と
な
り
、
財
貨
の
生
産
増
加
、
従
っ
て
資
本
の
増

1
l
f

ー

l
i
r
-
-
}

加
も
震

ι一

2
t容
と
寸
、
d
J
A
L
う、

只
今
日
の
銀
行
が
、
低
き
利
子
に
て
無
限
に
信
用
瞭
張
を
な
し
得
可
き
も
の
な
り
や
否
や
、
が
一
の
問
題
で
あ

り
、
同
時
に
、
利
子
生
活
者
及
び
其
の
他
の
定
額
牧
入
者
の
犠
牲
に
於
て
、
生
産
構
張
従
っ
て
資
本
増
加
を
な
す

事
炉
、
果
し
て
国
民
経
済
企
健
に
と
り
て
有
利
な
ち
ゃ
否
や
は
、
自
ら
別
個
の
問
題
で
あ
る
。

信

用

と

資

本
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